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す（商法576条）。
　　しかし、例外的に、当事者が特定した商品
の売買契約については、不可抗力のリスクは
買主が負担すると規定されています（民法
534条 1 項）。このため買主は、不可抗力によ
り商品が納品されなくても、売主に代金を支
払わなければならないリスクを負っているの
です。

4 　契約の重要性
　　商取引に関する民法や商法の規定の多くは
任意規定であるため、取引当事者間で異なる
ルールを定めることが可能です。
　　先ほどの売買の例でも、「売主が買主に商品
を引き渡すまでに発生した危険は売主が負担
する」と定めておくことにより、買主は自然
災害等のリスクを回避することができるため、
契約書の定めは極めて重要となってきます。
　　既に多くの企業では取引の相手方と契約書
を締結されていますが、基本契約書を取り交
わすことなく注文書と請書のみで取引が行わ
れている場合は、思わぬ損失を被る可能性が
あることにご留意いただく必要があります。

5 　民法改正と契約書
　　2020年 4 月から施行される改正民法では、
特定物の売買において不可抗力のリスクを買
主が負担するという前記のルールは廃止さ
れ、商取引の実務感覚に沿った改正が行われ
る予定です。
　　しかし、今度は売主から見ると、買主から
提示された契約書に「不可抗力による危険は
買主による検収をもって移転する」などと記
載されていた場合には、たとえ買主に商品を
納品した後であっても、検収が行われない間
のリスクを負い続けることとなります。
　　自然災害等のリスクを当事者間でどのよう
に配分するか。このようなルールを定める契
約書の重要性は、民法改正によっても変わる
ことはありません。

1 　はじめに
　　この度の豪雨災害により被災された皆様に
は、心よりお見舞い申し上げます。
　　近時、豪雨などの自然災害について「数十
年に一度」「観測史上最大」という報道がなさ
れることが多いと感じます。
　　企業においては、災害発生時には従業員等
の人の安全確保を最優先するとともに、被害
の把握と復旧を急がなくてはなりません。ま
た、数十年に一度クラスの災害が繰り返し発
生することも想定して、あらかじめBCP（事
業継続計画）を策定しておく必要があると考
えます。

2 　商取引と不可抗力
　　ところで、自然災害が広範囲に発生した場
合、取引先の被災や交通網の遮断により、被
災地から離れた企業でも事業に支障が生じる
場合があります。
　　先日の豪雨災害でも、多くの企業が長期間
にわたる工場の操業停止を余儀なくされ、関
西から九州地方への物流にはフェリーが利用
されていることが報じられています。
　　今回は、「もし自然災害等の不可抗力に
よって商品が納品されない場合でも売買代金
を支払わなければならないか」という身近な
危険負担の問題について改めて考えてみたい
と思います。

3 　危険負担の原則
　　取引の現場では、「商品が納品されない以
上、代金を支払う必要はない」と考えるのが
通常の感覚だと思います。
　　実際、法律でも、賃貸借契約や請負契約に
おける目的物が不可抗力により滅失した場合
には、目的物の提供を受けられない賃借人は
賃料債務を負わず、注文者も代金支払債務を
負わないとされており（民法536条 1 項）、運
送品が不可抗力により滅失した場合も、荷主
は運送代金債務を負わないと規定されていま
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